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…申し込み先
問…問い合わせ先
※費用の記載がないものは
　無料です。

❖お知らせの表記

☎㉓ 5111  FAX ㉒ 5100
土・日曜日および祝日は閉庁

お知らせ

　広報とわだに掲載したイベ　広報とわだに掲載したイベ
ントや相談会などの各種催しントや相談会などの各種催し
や募集については、新型コロや募集については、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のナウイルス感染症拡大防止の
観点から、中止や延期、変更観点から、中止や延期、変更
になる場合がありますので、になる場合がありますので、
ご了承ください。ご了承ください。
　また、催しなどに参加する　また、催しなどに参加する
場合は、マスクを着用し人と場合は、マスクを着用し人と
の適切な距離を保つなど「新の適切な距離を保つなど「新
しい生活様式」を実践するよしい生活様式」を実践するよ
う心掛けましょう。う心掛けましょう。
※事前に各問い合わせ先にご※事前に各問い合わせ先にご
　確認ください。　確認ください。

広報とわだに掲載の各種広報とわだに掲載の各種
催しや募集などに催しや募集などについてついて【【

【【

暮 ら し

住まいと空き家の無料相談会　　

　空き家などの適正管理や、有効
活用に向けた相談、住宅に関する
相談について、宅建士・建築士・
司法書士が中立的な立場で相談に
応じます。
とき　11 月７日㈯
　午前 10 時 30 分～午後２時
ところ 市民交流プラザ「トワーレ」
　展示室
※事前予約可
問（公社）青森県宅地建物取引業　
　協会☎ 017･722･4086

マンモサンデー（乳がん検診）
を実施します

　中央病院では、平日に時間がと
れない女性のために、休日に乳が
ん検診を年１回実施します。
とき　10 月 18 日㈰　
　午前９時～正午
ところ　中央病院健診センター
内容　マンモグラフィー
定員　40 人（先着順）
費用　4,100 円
※市発行の割引クーポンと助成制
　度が利用できます。
申込期限　10 月 12 日㈪
申込時間　午前 10 時～午後３時
※既に市へ乳がん検診の申し込み
　をした人は受診できません。
問中央病院健診センター

　☎㉓ 5763

公共下水道計画変更（案）に関
する市民説明会を開催します　

とき　10 月５日㈪　午後６時～
ところ　市民図書館　多目的研修室
変更排水（汚水）区域
　次の区域のそれぞれ一部
　▶東十五番町、東十六番町、ひ
　　がしの一丁目
　▶三本木字稲吉、牛泊、下平、
　　千歳森、北平、佐井幅、里ノ
　　沢、並木西、西金崎、西小稲、　　
　　本金崎、一本木沢
　▶相坂字下前川原、相坂、小林、
　　白上、高清水
　▶赤沼字沼袋、下平
　▶洞内字井戸頭
※申し込みは不要です。
※中央駐車場をご利用ください
　（無料券を配布します）。
問下水道課☎㉕ 4015

※物件の詳細内容、図面、写真などは収納
　課で閲覧できます。
※入札番号２－４の物件は農地であるため、
　公売に参加する人は 10 月 26 日㈪までに
　農業委員会で買受適格証明書を申請して
　ください。なお、この物件には土地改良
　区の賦課金に滞納があります。

差し押さえした不動産を公売します
問収納課☎51 6761

番号 不動産の所在 登記地目 面積 最低公売
価額

２‐３ 深持字梅家ノ
下27番 山林 24,956㎡ 575,000円

▼入札日時　10 月 28 日㈬　
　　　　　　午前 10 時～ 10 時５分

▼場所　市役所本館２階会議室１

【10月入札分】

番号 不動産の所在 登記地目 面積 最低公売
価額

２‐４ 深持字三間木
沢173番 田 9,250㎡ 592,000円

▼入札日時　11 月 20 日㈮　
　　　　　　午前 10 時～ 10 時５分

▼場所　市役所本館２階会議室１

【11月入札分】

防災行政無線などによる情報伝
達訓練を実施します

　災害や武力攻撃などに備え、全
国瞬時警報システム（Ｊアラート）
を用いて全国一斉に実施される情
報伝達訓練を行います。
　現在までに整備した一部の防災
行政無線（屋外スピーカー）と戸
別受信機（防災ラジオ）から音声
が放送されます。
　また、駒らん情報めーるに登録
している人にも送信されますの
で、実際の災害と間違えないよう、
ご注意ください。
とき　10 月７日㈬　午前 11 時
放送される内容
　・上りチャイム音
　・「これは Jアラートのテスト　　
　　です」（３回繰り返し）
　・下りチャイム
問総務課☎51 6703

10 月 19 日～ 25 日は「行政相
談週間」です

　市民の皆さんが行政機関などの
業務（道路・河川、年金、医療保険、
老人福祉、窓口サービスなど）に
ついて、苦情や意見・要望などが
あるときは気軽にご相談ください。
　なお、本市では、毎月行政相談
を開設しています。また、10 月
22 日㈭には「特設行政・人権相談」
を開設します。詳しくは、23 ペー
ジをご覧ください。
問まちづくり支援課☎51 6777


